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○岸田厚委員長 

 ただいまから総務常任委員会を開会しま

す。 

 本委員会に付託されました事件は、御配

付しております付託事件のとおりです。 

 審査の方法は、議案番号順に審査するこ

ととしたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。 

   〔「異議なし」の声あり〕 

 それでは、そのように進めさせていただ

きます。 

 まず、議案第１号の審査に入ります。 

 議案の説明を求めます。 

○残実総務部長 

 議案書（その１）の23ページをお願いい

たします。議案第１号一般職の職員の給与

に関する条例及び職員の退職手当に関する

条例の一部改正について御説明申し上げま

す。 

 改正の理由といたしまして、職員の定年

の段階的な引上げに伴い、給料月額の７割

措置の適用を受ける者の給料月額または退

職手当の基本額を適正に保障するため、関

係する規定の整備を図ろうとするものでご

ざいます。 

 改正の内容につきましては、25ページを

お願いいたします。第１条の改正につきま

しては、年齢60年を超える職員の給料月額

の７割措置につきまして、平成24年の給料

表の見直し以降、現在も引き続いて当時の

給料月額が現給保障されている者について

は、現給保障のために支給される差額を含

めた上で７割措置の金額を算定するところ

を、解釈上の疑義を生じさせないために、

その旨を明記するものでございます。 

 次に、このページの中段から26ページ下

段にかけましての第２条の改正につきまし

ては、給料月額の減額改定以外の理由によ

り給料月額が減額されたことがある場合の

退職手当の基本額の算定に係る特例につい

て、定年延長制度の施行に伴い、一部の者

については、定年延長制度施行前よりも退

職手当の基本額が減少する場合があること

から、これまでの特例により算出した退職

手当の基本額が維持されるよう、規定の整

備を図るものでございます。 

 26ページをお願いいたします。附則につ

きまして、この条例は公布の日から施行す

るものでございます。 

○岸田厚委員長 

 説明が終わりました。 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○井舎英生委員 

 改正そのものには反対じゃないんですけ

れども、職員の皆さんは、こういうような

ことは事前に十分中身は知って理解してお

られるんですか。それだけ聞きたいです。 

○吉井俊司人事課長 

 職員で、今回の改正に伴う対象者が若干

名いますので、その方たちには改正後、説

明したいと思います。 

○井舎英生委員 

 ということは、対象外の人にはまだ特に

説明はしないということなんですか。 

○吉井俊司人事課長 

 そうですね。直接影響を受けることにな

りませんので、対象の方には御説明をとい

う形で考えております。 

○井舎英生委員 

 順次、対象の方が毎年出てくるんだと思

いますけれども、前もって職員の方たちに

も理解してもらっておくほうがスムーズに

いくのかなと思いました。 

○岸田厚委員長 

 他にございませんか。 

   〔「なし」の声あり〕 

 それでは、議案第１号の質疑を終結しま

す。 
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 次に、議案第２号の審査に入ります。 

 議案の説明を求めます。 

○残実総務部長 

 議案書（その１）の27ページをお願いい

たします。議案第２号一般職の職員の給与

に関する条例の一部改正について御説明申

し上げます。 

 改正の理由といたしまして、令和５年大

阪府人事委員会勧告に基づき、大阪府の教

育職の職員の給与の一部が改定されたこと

に準じ、本市教育職の給与の改定を図ろう

とするものでございます。 

 改正の内容につきましては、29ページを

お願いいたします。このページの上段から

40ページの中段までの給料表を改正してご

ざいますが、教育職給料表（一）及び教育

職給料表（二）について、大阪府の教育職

に準じ、改定するものでございます。 

 40ページをお願いいたします。附則につ

きまして、第１項は、この条例は公布の日

から施行するものでございます。附則第２

項は、この条例による改正規定の適用日を

令和５年４月１日とするものでございます。

附則第３項は、既に支払われた本市教育職

の職員の給与については、この条例により

増額される給与の内払いとするものでござ

います。 

○岸田厚委員長 

 説明が終わりました。 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。 

   〔「なし」の声あり〕 

 それでは、議案第２号の質疑を終結しま

す。 

 次に、議案第８号の審査に入ります。 

 議案の説明を求めます。 

○谷口英樹市民環境部長 

 議案書（その１）の67ページをお願いい

たします。議案第８号損害賠償の額を定め

和解するについて御説明申し上げます。 

 本件は、令和５年６月１日午後１時10分

頃、粗大ごみ回収のため市内を公用車で走

行中、対向車をかわそうと集合住宅の駐車

場に入り、転回しようとバックした際に、

集合住宅の壁に公用車後方部を接触させ、

住宅を破損させたものであります。 

 その後、当該建物の復旧と併せ、示談交

渉を進めてきたところ、このたび合意に達

しましたので、議案書のとおり、相手方に

230万円を支払うことについて、地方自治法

第96条第１項第12号及び第13号の規定によ

り、議会の御議決をお願いするものでござ

います。 

 なお、損害賠償金につきましては、市が

加入いたします公益社団法人全国市有物件

災害共済会の自動車損害共済から支払われ

る見込みとなっております。 

○岸田厚委員長 

 説明が終わりました。 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。 

   〔「なし」の声あり〕 

 それでは、議案第８号の質疑を終結しま

す。 

 次に、議案第10号の審査に入ります。 

 議案の説明を求めます。 

○残実総務部長 

 議案第10号工事請負契約の締結につきま

して御説明申し上げます。 

 議案書（その１）の73ページをお願いい

たします。本案は、（仮称）岸和田市消防

本部ゆめみヶ丘消防施設等新築工事（建

築）の工事請負契約の締結に当たりまして、

去る１月17日に一般競争入札を実施いたし

ましたところ、記載の相手方が４億1541万

1700円で落札し、当該契約は、地方自治法

第96条第１項第５号及び議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第２条に該当する工事の請負であるこ

とから、同法第１項に基づき議会の議決を
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求めるものでございます。 

 工事の概要でございますが、工事場所は

岸和田市稲葉町地内で、２階建ての消防施

設棟、３階建ての訓練棟、平屋建ての防災

備蓄倉庫の新築工事でございます。工期は

令和７年２月28日までといたしております。 

○岸田厚委員長 

 説明が終わりました。 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○井舎英生委員 

 １点教えてください。この一般競争入札

には何者が参加されたのか、それをお聞か

せください。 

○髙倉仁史契約検査課長 

 一般競争入札の申込者は８者でございま

した。 

○井舎英生委員 

 ８者というのは、全国からということな

んですか。岸和田市内で８者来られたのか、

もっと広く来られたんですか。 

○髙倉仁史契約検査課長 

 ８者全て市内業者でございました。 

○岸田厚委員長 

 他にございませんか。 

   〔「なし」の声あり〕 

 それでは、議案第10号の質疑を終結しま

す。 

 以上で付託議案の質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。討論はありま

せんか。 

   〔「なし」の声あり〕 

 討論なしと認めます。 

 直ちに付託議案を採決いたします。 

 議案第１号、議案第２号、議案第８号及

び議案第10号の以上４件につきまして、原

案を可とすることに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」の声あり〕 

 御異議がないようですので、本各件は原

案を可とすることに決しました。 

 次に、報告事項に入ります。 

 報告の申出が２件あります。 

 それでは、発言を許します。 

○西川正宏総合政策部長 

 報告事項の１番目、第３期岸和田市教育

大綱について、総合政策部から御報告させ

ていただきます。 

 タブレット資料の総務常任委員会、第３

期岸和田市教育大綱をお願いいたします。

平成27年４月に地方教育行政の組織及び運

営に関する法律が改正され、市長が教育、

学術及び文化の振興に関する総合的な施策

の大綱を定めることや、市長と教育委員会

が協議、調整を行う総合教育会議の設置な

どが義務づけられました。 

 これを受け、本市におきましても、これ

までも平成28年２月に第１期となる岸和田

市教育大綱、そして平成31年３月に第２期

岸和田市教育大綱を策定してまいりました。 

 第２期教育大綱は策定期間が令和５年度

までとなっておりましたので、今回はそれ

に引き続く第３期岸和田市教育大綱として、

総合教育会議での協議とパブリックコメン

トを経て策定したものでございまして、そ

の概要について御報告申し上げます。 

 ２ページをお願いいたします。ページ上

段の教育大綱についてでは、先ほど御説明

させていただきました策定に至った背景を

述べております。 

 その下の教育大綱の位置付けでは、本市

の総合計画、将来ビジョン・岸和田や国の

教育振興基本計画などとの関係とともに、

教育、学術及び文化の振興に関する総合的

な施策について、その目標や施策の根本的

な方針を示すものであることを述べており

ます。 

 その下、教育大綱の対象期間では、国の

教育振興基本計画との関連性から、期間を

2024年度から2028年度までの５か年とする
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こととしております。 

 ３ページをお願いいたします。上段では

教育の現状と課題について、その下の教育

の基本理念では、これまでの岸和田市の教

育方針の理念を継承し、「みんなが輝くま

ち－知・徳・体 調和のとれた人づくり

－」を基本理念とすることとしております。 

 ４ページをお願いいたします。施策の方

向性として、順に基本方針１から基本方針

８まで、８つの方向性を記載しております。 

 まず、基本方針１は幼児期における教育

の充実について、次に、基本方針２から５

ページの基本方針４は、それぞれ児童生徒

の知・徳・体の育成について、そして、６

ページの基本方針５では信頼される学校園

づくりについて、基本方針６では家庭と地

域の活力・教育力の向上について、７ペー

ジの基本方針７では生涯学習の環境づくり

について、基本方針８では豊かな郷土愛の

育成についてといった観点で整理しており

ます。 

 また、令和５年度からスタートしており

ます本市総合計画の第１期基本計画におい

て掲げております重点目標との関連の深い

項目につきましては、緑色で総合計画重点

というアイコンをつけて、本市としても特

に力を入れていくべき取組を明確に表示い

たしております。 

 続きまして、現教育大綱からの変更点を

御説明させていただきます。 

 前提といたしましては、１から８の基本

方針ごとに触れている取組の項目につきま

しては、国の教育振興基本計画を参酌して

記載を加えたもののほか、第２期教育大綱

の計画期間中に整理のついた具体的な取組

に関する記載の見直しや構文の修正をして

おりますが、内容が大きく変わるような修

正はいたしておりません。 

 その上で、主な修正といたしましては、

４ページになりますが、基本方針２の①基

礎的・基本的な学力の定着の説明文におい

て触れております個別最適な学びと協働的

な学び、同じく基本方針２の②活用する力

の育成の説明文において触れております１

人１台端末、７ページになりますが、基本

方針７の②学習機会の充実の説明文におい

て触れておりますデジタルリテラシーとい

ったところで、国の教育振興基本計画で新

たに掲げられたキーワードを取り入れたも

のでございます。 

 最後に、８ページでは、ただいま御説明

いたしました第３期教育大綱の構成イメー

ジを樹木になぞらえて表現しているもので

ございます。 

○残実総務部長 

 令和６年４月に策定します岸和田市行政

ＤＸ推進計画につきまして、御配付してお

ります資料に基づき御説明申し上げます。 

 本市では、平成30年に第２次岸和田市情

報化推進計画第２期を策定し、ＩＣＴ活用

の様々な取組を行ってきたところでござい

ますが、今後は変革を前提としたデジタル

技術の導入が求められてきていることから、

本市の行政ＤＸをより加速させるため、こ

の計画を策定するものでございます。 

 タブレットの３ページをお願いいたしま

す。この計画は、第１章、社会状況・国の

動向・岸和田市の現状から第４章、行政Ｄ

Ｘの推進体制まで、４章立てとしてござい

ます。 

 第１章では、昨今の人口問題をはじめと

する社会状況等について記載してございま

す。 

 ５ページをお願いいたします。国立社会

保障・人口問題研究所の将来推計によると、

1995年に8716万人だった生産年齢人口、15

歳以上65歳未満人口は、2015年には7735万

人となり、2040年には6000万人を割り込む
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見込みでございます。 

 11ページをお願いいたします。ここでは、

全国自治体の共通課題として、少子高齢化、

人口減少による労働人口の減少、働き手不

足が進行していること、また、住民ニーズ

の多様化により業務が年々増加しているこ

と、今後10年で社会インフラの老朽化が大

幅に進行すること、コロナ禍により先進諸

国に比べて行政のデジタル化の遅れが顕在

化していることから、住民のデジタル活用

へのニーズの高まりに対応する必要がある

ことを記載してございます。 

 12ページをお願いいたします。国立社会

保障・人口問題研究所によりますと、2020

年本市の人口19万658人のうち、生産年齢人

口は11万2109人ですが、2040年には７万

9863人となり、2020年から比較して３万

2246人減、28.7％減になるとされています。 

 生産年齢人口の減少率をそのまま職員数

に反映させるとすると、2040年には４分の

１以上減となることが想定され、さらに民

間企業との労働力を分け合う状況になるこ

とも想定されます。人口減少により職員が

大きく減少しても、行政サービスを維持す

るための変革が必要な状況でございます。 

 次の第２章では、計画の概要について記

載しております。 

 15ページをお願いいたします。この計画

の位置づけですが、総合計画、将来ビジョ

ン・岸和田第１期基本計画の基本目標、み

んなでつくる持続可能なまち、個別目標、

持続可能で信頼される行政になっているを

実現するため、本市における行政ＤＸを推

進するための個別計画としてございます。

また、計画期間は令和６年度から令和10年

度までの５年間とし、本計画の期間中であ

っても、ＩＣＴやデジタル技術の進歩、国

や府の政策動向等に合わせ、内容や期間を

必要に応じて見直すこととしております。 

 次の第３章では、行政ＤＸの推進として、

これまでの第２次岸和田市情報化推進計画

第２期の達成状況と、この岸和田市行政Ｄ

Ｘ推進計画が目指す内容について記載して

ございます。 

 21ページをお願いいたします。この計画

のコンセプトを記載してございます。組織

が果たすべき使命、ミッションを未来を切

り拓く・変革する市役所とし、将来の目指

すべき姿、ビジョンとして、01、便利な市

民サービスから05、セキュリティの確保ま

での５つを掲げ、これらのミッション、ビ

ジョンを実現するための行動指針、バリュ

ーとして、デザイン、デジタル、データの

３つを設定してございます。また、５つの

ビジョンを達成するために、それぞれに実

行する施策、アクションを設定してござい

ます。 

 次に、実行する施策、アクションについ

て順に説明してまいります。 

 26ページをお願いいたします。01、行政

手続のオンライン化。現在、順次行政手続

のオンライン化を進めておりますが、さら

に拡充を図り、市主催の研修、講習、各種

イベント等の申込みは、令和６年度末まで

に100％オンライン化を目指します。また、

国のデジタル社会の実現に向けた重点計画

（令和４年６月７日閣議決定）において、

地方公共団体が優先的にオンライン化を推

進すべき手続として提示しています申請に

ついても、優先的にオンライン化に取り組

んでまいります。 

 27ページをお願いいたします。02、窓口

業務の改革。行政手続のオンライン化を推

進しつつ、オンラインでの来庁予約等、待

ち時間を解消できるよう取り組みます。ま

た、対面であっても、紙ではなくデータに

よる対応を前提としたデジタル化を目指し、

業務の効率化、人的配置の最適化により職
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員の時間を確保し、市民サービス向上に努

めてまいります。 

 28ページをお願いいたします。03、情報

システムの標準化。国が定める令和７年度

までに対象となる20業務において、標準準

拠システムへ移行できるよう取り組みます。 

 29ページをお願いいたします。04、先進

的な技術の利用促進。ＡＩ、ＲＰＡは既に

本市でも導入していますが、ＡＩ音声認識

会議録システム、生成ＡＩを導入するなど、

さらに拡充させていきたいと考えておりま

す。 

 30ページをお願いいたします。05、市立

保育所事務のＤＸ。令和４年度に保育所業

務支援システムを導入して、業務が効率化

され、保護者の利便性も向上しているとこ

ろです。さらに庁内ＬＡＮを施設に敷設し、

事務効率化を図り、保育の質の向上につな

げていきたいと考えております。 

 31ページをお願いいたします。06、学校

業務のＤＸ。教職員の業務負担軽減と、保

護者の利便性向上ができるよう、保護者と

のコミュニケーションツールの導入を進め

てまいります。 

 32ページをお願いいたします。07、公金

納付のデジタル化。今後、地方公共団体が

公金納付にｅＬＴＡＸ、地方税共同機構が

運用する地方税ポータルシステムを活用で

きるよう検討されていることから、税のほ

かに国民健康保険料や介護保険料、後期高

齢者医療保険料、その他の公金についても

ｅＬＴＡＸを活用した公金納付のデジタル

化を推進してまいります。また、窓口で現

金のみ決済している手数料等についても、

今後、ＱＲコードでの決済ができるように

するなど、デジタル化を推進してまいりま

す。 

 33ページをお願いいたします。08、デジ

タルデバイド対策。スマートシティの取組

として、企画課で総務省補助事業を活用し

て、スマートフォン講座を実施しています。

これを継続していきたいと考えております。 

 34ページをお願いいたします。09、職員

デジタル人材育成。デジタル人材の確保と

育成は全国的にも課題となっております。

デジタル知識、スキルを体系的に整理し、

必要な研修を整備し育成できるよう、岸和

田市職員デジタル人材育成方針を策定し、

令和６年度から研修を実施して育成してま

いります。 

 35ページをお願いいたします。10、ＢＰ

Ｒの推進。ＢＰＲは、業務プロセスの見直

し、業務フロー、情報システムや組織など

を再設計することを言います。令和５年度

より教育総務課、子育て施設課、市民課で

ＢＰＲの取組を始めました。令和６年度以

降も継続して実施してまいります。 

 36ページをお願いいたします。11、デー

タ利活用の推進。データの利活用、ＥＢＰ

Ｍ、データや証拠などに基づく政策立案・

評価を推進するために、職員のデータ分析

や利活用の知識、スキルが課題となってお

ります。デジタル人材育成方針の中でＥＢ

ＰＭ推進人材を設定し、積極的にＥＢＰＭ

を推進できる人材育成に努めてまいります。 

 37ページをお願いいたします。12、セキ

ュリティ対策の徹底。今まで行ってきたセ

キュリティ対策を継続していくとともに、

新たな社会及び技術に対応できるよう、岸

和田市情報セキュリティポリシーを定期的

に見直し、対策を講じてまいります。 

 最後の第４章では、行政ＤＸの推進体制

について記載してございます。 

 40ページをお願いいたします。行政ＤＸ

の推進のトップ、ＣＤＯ、最高デジタル責

任者として波積副市長、また、横断的かつ

効率的に行政ＤＸを推進するため、行政Ｄ

Ｘ推進委員会を設置し、行政ＤＸの進捗管
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理を担います。必要に応じて作業部会を設

置いたします。さらに、各部署で行政ＤＸ

を推進していく職員として、ＤＸ推進リー

ダーやＤＸ推進マネジャーを育成してまい

ります。 

○岸田厚委員長 

 ただいまの報告に対して、御質問があり

ましたら御発言願います。 

○京西且哲委員 

 まずは教育大綱からお尋ねします。2011

年に大津市であったいじめによる自殺の事

件を受けて法改正されて、こういう問題に

ついては、教育委員会だけではなくて市長

部局も関わってなくしていくというスター

トだったと思うんですけれども、それから

十数年たって、教育大綱を国から義務づけ

られてつくっているんですけれども、何か

形骸化しているように思えて仕方なくて。 

 実質、施策については教育委員会の教育

重点施策の中で実行していくということに

なるんですけれども、市長、この辺の教育

大綱の位置づけというか、市長から見た大

綱のつくり方とか中身とかというのは、い

わゆる市長部局、市長の目線からいくと、

教育行政というか教育施策について、例え

ば本市の今出された教育大綱に、市長の思

いとか市長部局の関わりというのはどうい

う形で反映されているのか。それがちょっ

と私は見えないんですけれども、その辺を

説明いただけませんか。 

○永野耕平市長 

 教育大綱における市長としての私の思い

についてということですけれども、教育大

綱については、決して教育委員会だけの仕

事ということではなくて、教育は教育委員

会だけでやるものではなくて、我々と教育

委員会とが一緒になってやっていこうとい

うことで考えています。 

 教育大綱についても、教育委員会との議

論をかなり密に重ねてつくってきています。

例えば、最後のページに、構成イメージで、

木にいろんな言葉が書かれているものがあ

るんですが、これもぱっと見たら、これに

どれほど時間をかけてつくったのかと思う

かもしれないですけれども、これを書くと

きに、それぞれの丸の大きさとか、本当に

大事なのは何なのかというのを教育委員会

ともかなり議論しまして、考えてやってき

ています。ですから、決して教育委員会だ

けでやっていることではなくて、この教育

大綱においても随所に私としての思いは反

映されていると思います。 

○京西且哲委員 

 私は、特にこの教育大綱、教育の重要施

策に関わる話として、今日は教育委員会が

いないのであれなんですけれども、教育大

綱の基本方針５の部分を見ていただけたら

と思うんですが、ここのタイトルが信頼さ

れる学校園づくりということで書かれてい

て、この中に⑥教員の業務負担軽減の推進

という項目があるんですが、これが信頼さ

れる学校園づくりの中に入っているのはち

ょっと違和感があるんですけれども、ここ

が学校現場で今、一番課題とされている部

分と思っています。 

 この課題を教育大綱の中に書かれている

ということで、市長部局として教員の業務

負担の軽減にどのように関わっていくのか、

どう認識されて教育大綱の中に入れている

のか、何か解決しないといけない課題みた

いなものが多分具体的に持っておられるん

だと思うんですけれども。この点、教育委

員会ではなくて市長部局として、教員の業

務負担の軽減はどういう方向でどう進めて

いこうと思われているんでしょうか。 

○永野耕平市長 

 教員の業務負担の軽減というのがいろん

な施策を考える上でのベースになって、今、
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学校現場では、教員の皆さんは様々な仕事

をやってはりますので、教室で子供たちに

向かって教えるのが一番のコアの仕事であ

るはずなんですけれども、周辺の仕事がか

なりたくさんありますので、その現状をし

っかりと我々としても理解した上で、いろ

んな施策について考えていかなければいけ

ないと思っています。 

 例えば、給食費の公会計化の議論の中で

は、これが教員にとってかなり負担になっ

ている。給食費の徴収というのは本来的な

教員の仕事じゃなかったんですけれども、

それがかなり負担になっているということ

で、公会計化することによって教員の負担

の軽減にもつながったと思っているんです

ね。このように、様々な施策を実践する上

での基本的な我々としての認識というふう

に考えています。 

○京西且哲委員 

 １つ事例としてそういうこともあるとい

うことなんでしょうけれども、市長おっし

ゃったように、業務が多岐にわたっている。

本来の教員としてのやるべき業務プラスア

ルファでいろんなものが毎年、時代ととも

に増えてきているという中で、これをどう

やって軽減していくかということだと思う

んです。 

 もちろん学校現場といろんな意見交換を

されていると思うんですが、例えばそのた

めに、本来業務ではない部分についての学

校現場での補助的な職員、サポートしてい

ただける人員、こういうものを補助してい

こうと思えば、やはり予算の問題がある。

だから、これはもちろん市長部局として予

算の配分を考えていかないと、教員の業務

負担の軽減という部分につながらないとい

うか、これがやっぱり一番大きな問題かな

と思っているんですけれども、ここらにつ

いてはいかがですか。 

○永野耕平市長 

 教室の中でどんなことが起こっているの

かというと、ほとんどの子たちは１人の先

生の集団指導の下にうまくクラス運営がな

されているんですけれども、１人２人の支

援が必要な子供がいたときに、クラス運営

の中でそれがある意味では支障になったり

とか、先生がその１人２人のためにかかり

切りになることによって、クラス運営その

ものがうまくいかないという現状が起こる

こともあります。そのときに、支援が必要

な子供にスタッフがつくということが必要

でありますので、これについて少しずつ少

しずつ強化しています。具体的な数字は分

からないですけれども、この数年間で少し

ずつ人数を増やしていっている状態です。 

 今は校長経験者とか、教育の専門職の中

でベテランの人がサポートについてくださ

ることが多いので、募集してもそういう方

ばかりが来られるので、そういう方がスタ

ッフとしてついています。僕の思いとして

は、クラス運営の中にうまく乗れない支援

が必要なお子さんに対する支援というのは、

心理の専門職であるとか、私みたいな社会

福祉の専門職がつくと解決するケースもか

なりあると思っていまして、本来、学校の

中には教員という専門職ばかりだったとこ

ろに、心理の専門職がカウンセラーで入っ

たり、社会福祉の生活の中での子供のケア

をする職員が入ったり、そういうふうな形

で他の専門職がどんどん学校の中に入って

いくことによって、子供の中にある多様な

ニーズ、課題に対して様々な専門職が対応

できるような形が理想的やと思っていまし

て、少しずつケアスタッフというか多様な

補助スタッフ、看護師の専門職、心理の専

門職、社会福祉の専門職が入っていけるよ

うな形で予算をつけていくという努力を今

しています。 



 

 - 9 - 

○京西且哲委員 

 それも大事だと思います。もう１つは、

教員がやっている事務的な作業、簡単に言

えば、コピーするとか採点するとか、そう

いうのがたくさんあると思うんです。です

から、そこらをきちんと、現場との意見交

換というか話をした上で、今、市長おっし

ゃるように専門職だけではなくて、学校の

中にいろんな作業があると思うので、その

辺をカバーできる予算の配分をしていかな

いと、全て教員が責任を負って、自分のプ

ライベートな時間を割く、子供に向かうた

めの準備に割ける時間がないというのがど

うもあるようです。ですからそこは、この

教育大綱を教育委員会と一緒につくるので

あれば、そこらもきちんと見た上で、大綱

があって、具体的な予算配分も含めて考え

ていってほしいと思います。 

 それともう１つ、行政ＤＸ推進計画の中

にもありましたように、学校のＤＸ化が項

目で挙がっていましたけれども、実際やっ

てきたことが教員の業務負担の軽減になっ

ているのか、業務の効率化になっているの

か、ここもやっぱり検証してもらわないと、

学校現場でこれが負担になっているという

話もたまに聞きます。ですから、それは慣

れたらいけるのかも分からないですけれど

も、何でもかんでもＤＸで全てが解決する

というものではなさそうなので、ここも現

場との意見交換をしながら進めるべきとこ

ろと、しっかり考える部分とがあっていい

のかなと思うので、その点よろしくお願い

いたします。 

○井舎英生委員 

 まず、今回の岸和田市教育大綱について

聞きます。この冊子を作る時期は、教育委

員会が教育重点施策をつくる時期とどうい

う関係に。これが上位なんですか。教育委

員会が昨日説明した教育重点施策がありま

す。同じ文章が書いてあるので関連してい

るんだと思いますけれども、これが先なん

ですか後なんですか。それを教えてくださ

い。 

○田中浩二企画課長 

 教育大綱のほうが上位計画ということに

なりますので、この教育大綱を受けて教育

委員会側で毎年度、教育重点施策の策定を

進めてまいるということになります。 

○井舎英生委員 

 教育委員会というのは名のとおり教育を

中心でやるということで、私も総合教育会

議とかを傍聴させてもらうんだけれども、

ちょっと私が不安に思うのは、失礼ですけ

れども、市長部局は教育現場を経験した人

は少ないと思うんですよ。教育長も教育現

場を直接経験したことはなさそうなんです

けれども、やはり教育現場の人たちのいろ

んな生の声を聞くだけじゃなくて体験しな

いと、こんなものはつくれないんじゃない

かなと思うんです。 

 きれいごとでいろんな言葉がちりばめら

れているけれども、僕らとしては、市長部

局が出しているこの教育大綱を上位に置い

て、先に見て、それから教育委員会のやつ

を見るのか。内容は、ほとんど文言が一緒

ですよね、基本方針とか。２つも要らない

んじゃないかなと思うんですけれども、い

かがですか。 

○田中浩二企画課長 

 おっしゃるとおり、教育大綱を受けて教

育重点施策をつくっておりますので、内容

としてはほぼ同じ内容で、具体的には教育

重点施策で触れるという形にはなっており

ます。 

 教育大綱を策定する総合教育会議の中で

も、教育大綱をもっと詳しく書くべきだと

いう意見もあれば、逆に、教育重点施策が

あるので、教育大綱をもう少し項目出しぐ
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らいでとどめるべきだというような意見も

あったりして、今後、その辺、検討させて

いただければと思っております。 

○井舎英生委員 

 ちょっと私の認識が違うんですけれども、

教育委員会の教育重点施策の中にも教育大

綱の基本方針ってあるでしょう。あれは市

長部局のこれを見て、具体的にその中身を

つくっているんですか。私はこの市長部局

がつくったやつはダイジェスト版で、教育

委員会の教育重点施策のダイジェスト版、

チラシみたいなものだと思っているんです

けれども、これの位置づけがよく分からな

いです。 

○田中浩二企画課長 

 教育大綱をつくる際も、まずは事務局で

前回の第２期教育大綱を受けて案を策定す

るんですけれども、その際に、もちろん市

長はじめ教育委員の方々の総合教育会議で

の議論を受けてということになるんですけ

れども、教育委員会側の関係課の方にもい

ろいろ助言を頂いたり、意見を頂いたりと

いうことで、現場の意見も踏まえつつ教育

大綱をつくっておりますので、市長部局と

教育委員会と一緒につくった教育大綱とい

うことになりますので、それを受けて教育

委員会側で教育重点施策を毎年度更新して

いくということになります。 

○井舎英生委員 

 あくまで市長部局がつくる教育大綱が上

位であって、これを見ながら教育委員会が

具体的に重点施策の細かいことを書いてい

く、そういう時系列、時間では、これが先

にできるんですか。後に教育委員会が、こ

れを見てつくるんですか。私は今の総合教

育会議は、はっきり言うたら、悪い言い方

だけど、私は市長は当然トップで出られた

らいいと思うけれども、事務局なんて、教

育委員会がやれば一緒にできるんじゃない

かと思うんですが、いかがですか。例えば

市長部局の皆さんは、企画課の方がやって

おられるけれども、悪いけど教育現場を自

分が体験していないから、やっぱり難しい

ところがあるんじゃないか、もう教育委員

会に任せたらいいと思うんですけれども、

いかがですか。 

○田中浩二企画課長 

 教育大綱は、あくまでも市長部局、市長

が招集して総合教育会議で策定ということ

になっておりますけれども、もちろん教育

委員会側の意見も反映させていただいて、

議論させていただいてつくっておりますの

で、市長部局だけでつくっているものでは

ございません。また、事務局も、市長部局

ということで企画課がさせていただいてお

りますけれども、共同事務局として教育委

員会の関係課にも入っていただいておりま

す。 

○井舎英生委員 

 これ以上はもう堂々巡りなので言いませ

ん。これについては私の意見です。 

 それからもう１つ、行政ＤＸ推進計画は

非常に立派なものというか、計画書として

はちゃんとできているんだろうと思うんで

すけれども、これをつくるのは、市の職員

がプロジェクトチームというかワーキング

チームをつくって議論しながら、手作りで

市の職員がつくるのか、どこかの会社、コ

ンサルタントがつくるのか、その実態を教

えてくれますか。 

○櫻井正信ＩＴ推進課長 

 この計画の策定なんですけれども、今年

度、大阪版デジタル人材シェアリング事業

を使わせていただいているんですが、大阪

府が調達した外部人材とうちが契約させて

いただきまして、月１回程度、オンライン

もしくは来訪していただいて、打合せの場

を持って進めてまいりました。事務局とし
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てはＩＴ推進課でやっておりました。 

 あと、この12のミッション、施策を書か

せていただいているんですけれども、その

分につきましては、各課ヒアリングを個別

に１回２回、結構長い時間させていただい

た上で内容を決めさせていただいています。 

○井舎英生委員 

 先般、職員会館で、若い職員の皆さんが

幾つかのテーマについて研究発表されたの

を私らも聞いていたんですけれども、非常

に分かりやすいし、意味がある。本当にい

い手作りの提案というか、やっぱりああい

うつくり方が必要だと思うんです。 

 失礼だけど、私はＤＸ計画については、

以前も大阪府に訪問して話を聞いたことが

あるけれども、岸和田市のＤＸ推進計画と

門真市とか高槻市とか、同じような内容じ

ゃないかと思うんですが、比較されたこと

はありますか。これは岸和田市に向いたも

のなのか、一般的なものなのか、どうなん

でしょうか。 

○櫻井正信ＩＴ推進課長 

 内容でございますが、当然、大阪府下の

いろんな市、今、委員がおっしゃった自治

体や他市町も見させていただいて、あと全

国的にも、九州であったり関東であったり、

何十という計画を見させていただいた上で、

本市の実態に即したものを策定させていた

だいたということでございます。 

○井舎英生委員 

 実際にこの冊子というか文書は、コンサ

ルタントがつくったということではなくて、

みんな手作りなんですか。 

○櫻井正信ＩＴ推進課長 

 はい、本市でつくりました。 

○井舎英生委員 

 課長がそう言われるので、分かりました。 

 それで、ＤＸ推進計画によって行政コス

トがどれぐらい変わるのか。一時的に増え

るのか、５年後、10年後にはこれが減るの

か、この辺については、総務部長、行政コ

ストとの関係はどうなんでしょうか。 

○残実総務部長 

 行政コスト自体の話なんですが、例えば

システム導入とかということであれば、そ

の分一時的に増嵩する部分はあろうかと思

いますが、実際、岸和田市の事務が本市だ

けで全て決定できるものでございませんで、

例えば地方分権ということで、国や大阪府

の事務が来たりとかということもございま

すので、そういった部分の事務の増嵩もい

ろいろ絡んできますので、将来的にこれだ

け下がるとかというのはなかなか見積もり

にくいところがございますが、ＤＸを入れ

ることによって明らかに、全てマンパワー

でやるよりは圧縮できるものと考えており

ます。 

○井舎英生委員 

 ということは、ＤＸを推進していくこと

で市役所のフロアの１人当たりの面積とか、

それから職員の人数にしても、もっと少な

くてもいけるとか、そういう具体的な将来

計画が必要なんじゃないですか。 

○残実総務部長 

 確かに将来計画は一定のものはつくれる

んでしょうけれども、例えばこの10年間を

遡って考えますと、マイナンバーカードの

制度ができたりとか、パスポートの事務が

来たりとかというところで、従来なかった

事務が確実に交ざってきておりますので、

今後ともそういったことが想定されますの

で、職員人数がどういうふうに変動してい

くかというのは、その折々の事務量を見な

がら見積もっていくものというふうに考え

てございます。 

○井舎英生委員 

 推進することは全体で当然いいわけです

けれども、私はやっぱり今の市の状況から
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考えて……。 

○岸田厚委員長 

 井舎委員、具体的にＤＸのこの計画の中

身について質問をお願いします。 

○井舎英生委員 

 中身の細かいことは質問しません。今の

ＤＸを推進するに当たってのことですから、

これをやることでコストが下がるとか、そ

ういうのが必要だと思うので。中身の細か

いところは言いません、結構です。 

○殿本マリ子委員 

 教育大綱の４ページの基本方針２の小中

一貫教育の推進というところがあるんです

が、せんだって文教民生常任委員会でも、

やはり小中一貫校は、山手にはそういう市

の土地がないということで、話も今後どう

なるかということなんですけれども、これ

は全市を見て小中一貫教育を小中学校でや

っていこうという推進になるんでしょうか。 

○田中浩二企画課長 

 私から具体的なお話はできないんですけ

れども、小中一貫教育ということで、小中

一貫して連なって教育を続けていく、協力

し合ってということで、小中一貫校を造る

とかという話とはまた別の話ということに

なっております。 

○殿本マリ子委員 

 小中一貫教育で連なってやっていくとい

うことは、小学校、中学校の教師の連携を

もってやっていくということなんでしょう

か。 

○田中浩二企画課長 

 そのように理解しております。 

○岸田厚委員長 

 教育委員会の中身については答えられな

いので。 

○殿本マリ子委員 

 分かりました。どうもありがとうござい

ます。 

○岸田厚委員長 

 他にございませんか。 

   〔「なし」の声あり〕 

 ないようですので、報告事項を終わりま

す。 

 最後に、委員会の報告はいかがいたしま

しょうか。 

   〔「正副委員長に一任」の声あり〕 

 それでは、そのようにさせていただきま

す。 

 以上で総務常任委員会を閉会します。 

（以 上） 


